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はじめに 
 

ＵＲ都市機構では、日本住宅公団の設立（昭和 30 年（1955 年））以来、賃貸
住宅の供給及び管理を実施してきたところであり、現在、約 69.5 万戸（令和７年３月
末時点）のＵＲ賃貸住宅を管理している。 

ＵＲ賃貸住宅については、これまでも計画的に維持保全が行われており、その結果、一
定の年月が経過した賃貸住宅においても、その機能を健全に維持し、建設時から現在に
至るまで居住者が安心してくらし続けられる住環境を提供している。 

一方、本格的な人口減少・少子高齢化の進展、単身世帯・共働き世帯の増加といった
人口構造・世帯構成や社会経済状況の変化に伴い多様化するニーズに対応しつつ、Ｕ
Ｒ賃貸住宅の適切な管理水準の維持と持続可能な経営基盤の確立を図るためには、中
長期的な維持保全に係るトータルコストの適正化や各年度コストの平準化、戦略的な投
資の実施、担い手の確保・育成を図るなどの取組みが重要である。 

よって、本計画において、「インフラ長寿命化基本計画」（平成 25 年 11 月 インフラ老
朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議）、「公営住宅等長寿命化計画策定指針
（改定）」（平成 28 年８月 国土交通省住宅局住宅総合整備課）及び「住生活基
本計画（全国計画）」（令和８年３月 27 日閣議決定）に基づき、ＵＲ賃貸住宅の
適切な管理水準の維持と持続可能な経営基盤の確立を目的とした維持保全の基本的
方針を定めるものとする。 

ＵＲ賃貸住宅における取組み方針等を体系的に取りまとめた本計画を公表することに
より、公的賃貸住宅を初めとする集合住宅ストック全般の維持保全水準向上に少しでも
貢献できれば幸いである。 
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 行動計画編  
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１．対象施設 
 
・独立行政法人都市再生機構法に基づき管理等を行っている賃貸住宅（附帯施設等
含む。以下、「UR 賃貸住宅」という。）を対象とするが、本計画は、平成 30 年 12 月に
策定した「UR 賃貸住宅ストック活用・再生ビジョンについて」（以下、「ストック活用・再生
ビジョン」という。）において類型された「ストック活用」及び「ストック再生」団地を主な対象
とした考え方とする。 

 
 

（参考） 
「UR 賃貸ストック活用・再生ビジョンについて」（抜粋） 

 
【UR 賃貸住宅ストック活用・再生ビジョン】 

多様な世代が生き生きと暮らし続けられる住まい・まちの実現を目指し、地域社会の
再生、今まで培われた生活価値・文化の承継、市場環境への適切な対応による「持
続可能なまちづくり」を理念として、居住者の居住の安定を確保しつつ、地域及び団地
ごとの特性に応じた多様な活用を行ってまいります。 

 
【団地別の方針】 
○団地別整備方針の策定及び団地の類型化 
  当機構では、ＵＲ賃貸住宅ストックの地域及び団地ごとの特性に応じた多様な活用
を行うため、団地ごとの「団地別整備方針」を引き続き策定します。 

団地別の方針を定めるに当たっては、既存の建物を活かしながら地域及び団地ごとの
特性に応じた多様な活用を行う団地を「ストック活用」、「多様な活用を行うために再生
の必要がある高経年団地（主に 2019 年４月時点で管理開始から 40 年が経過する
団地）を「ストック再生」、土地や建物の所有者の方との協議が整った場合に譲渡、返
還等を行う団地を「土地所有者等への譲渡・返還等」として、団地を類型化しました。 

各類型における方向性は下表のとおりです。 
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○ストック再生類型団地における再生手法 
  高経年化への対応が必要なストック再生類型団地については、多様な活用を行うた 
め、次の４つの手法を複合的・選択的に実施することでストック再生を進めます。ストック
再生の手法については、お住まいの方の居住の安定に配慮し地域及び団地ごとの特性
に応じた当機構としての案を策定し、策定後は団地別整備方針書等によりお知らせしま
す。 
 
・建替え  団地の一部（又は全部）について建替えを行いつつ地域の特性に応じた新

たな機能を導入 
・集約   団地の集約化（同一生活圏等のエリア単位での団地の集約化を含む。）

に併せて、地域の特性に応じた新たな機能を導入 
・用途転換 団地全体を地域の特性に応じてＵＲ賃貸住宅以外の用途（民間住宅

等 を含む。）としてまちづくりに活用 
・改善   団地の特性に応じて、高経年化への対応（長寿命化、バリアフリー化、耐震

化等）のための改善を行いつつ共用部又は住戸内の改修等も実施 
 

※詳細は、UR 都市機構 HP（http://www.ur-net.go.jp/stock/）を参照 
 
 
 
２．計画期間 
 
・本計画の計画期間は、令和８年度から令和 15 年度までの８か年とする。 
なお、今後の社会経済情勢の変化等に応じ、計画内容の見直しを行うものとする。 

 

  

～ 令和８ 
年度 

令和９ 
年度 

令和 10 
年度 

令和 11 
年度 

令和 12 
年度 

令和 13 
年度 

令和 14 
年度 

令和 15 
年度 

         
長寿命化に関する計画（令和８年４月） 

ストック活用・再生ビジョン（平成 30 年 12 月） 

中期計画（第６期） 中期計画（第５期） 
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３．ＵＲ賃貸住宅ストックの現状 
 
（１）ＵＲ賃貸住宅ストックの状況 

UR 賃貸住宅は、令和７年３月末時点において、全国で 1,408 団地、住棟数
15 千棟、管理戸数 69.5 万戸を管理しており、昭和 30 年代管理開始団地から令
和以降に管理開始された団地まで幅広く管理している。 

また、昭和 30 年代から昭和 50 年代前半までに建設された賃貸住宅ストックは全
体の６割を超えており、これらは郊外型の中層階段室型住棟が中心となっている。 

 
●UR 賃貸住宅ストックの概況（令和７年３月末時点） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●団地数・管理戸数（圏域別×管理開始年代別）（令和７年３月末時点） 
 

  

ストック全体
S30年代

（1955～1964）
S40年代

（1965～1974）
S60年～H6年
（1985～1994）

H7年～H15年
（1995～2003）

H16年～
（2004～）

管理戸数 694,940戸 26,693戸 296,218戸 77,474戸 101,256戸 49,448戸

団地数 1,408団地 53団地 291団地 346団地 315団地 105団地

494戸/団地 565戸/団地 1,058戸/団地 234戸/団地 307戸/団地 377戸/団地

立地

52.3㎡/戸 65.9㎡/戸

（前半） （後半）

55.7㎡/戸 40.5㎡/戸 45.8㎡/戸 70.6㎡/戸 70.4㎡/戸 66.6㎡/戸

募集家賃 77,300円 48,700円 55,700円 102,100円 118,400円 122,000円

56.7㎡/戸

71,500円

住宅供給の背景

住戸規模

S50年代
（1975～1984）

143,851戸

298団地

団地規模

470戸/団地

団地規模大・
大量供給

郊外化が進む

住戸規模狭小（低設備水準） 住戸規模改善

住宅不足の
解消

人口の大都市
集中による
住宅不足の解消

居住水準の向上

都心回帰

都市居住の推進

既存ストックの再生・活用

団地数 戸数 団地数 戸数 団地数 戸数 団地数 戸数 団地数 戸数

23区内 5 1,988 29 35,430 47 19,056 44 12,115 89 27,756 214 96,345
その他

首都圏
16 13,022 106 146,682 87 45,615 160 36,418 162 60,471 531 302,208

中部圏 3 1,008 24 24,619 24 10,530 32 5,876 24 5,758 107 47,791

近畿圏 17 10,420 87 79,094 82 50,846 76 21,406 115 34,347 377 196,113

九州圏 9 2,363 26 18,038 41 10,118 33 5,016 29 7,431 138 42,966

その他 3 1,143 19 3,893 17 3,980 1 80 1 421 41 9,517

53 29,944 291 307,756 298 140,145 346 80,911 420 136,184 1,408 694,940

※団地数については、当初管理開始年度を基準に集計。

《地域の定義》

  「首都圏」＝東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県 「中部圏」＝愛知県、静岡県、岐阜県、三重県

  「近畿圏」＝大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県 「九州圏」＝福岡県

  「その他」＝上記のいずれにも属さない地域

全体の
団地数

全体の
戸数

合計

首都圏

区分
昭和30年代 昭和40年代 昭和50年代 昭和60年代 平成7年以降
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●管理戸数（圏域別×住戸面積帯別）（令和７年３月末時点） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●平均家賃（圏域別×管理開始年代別）（令和７年４月１日時点） 

 

 

  

～40㎡未満
40㎡以上
～50㎡未満

50㎡以上
～60㎡未満

60㎡以上
～70㎡未満

70㎡以上
～80㎡未満

80㎡以上 合 計

戸数 戸数 戸数 戸数 戸数 戸数 戸数

23区内 11,794 32,607 15,194 18,723 8,760 9,267 96,345

そ の他
首 都圏

28,091 114,762 67,808 35,312 28,139 28,096 302,208

3,001 17,732 10,783 7,785 5,166 3,324 47,791

17,268 73,016 42,057 26,523 16,631 20,618 196,113

3,790 16,029 8,497 8,708 3,475 2,467 42,966

880 3,630 2,215 1,585 1,049 158 9,517

64,824 257,776 146,554 98,636 63,220 63,930 694,940

区 分

首 都圏

合 計

中 部 圏

近 畿 圏

九 州 圏

そ の 他
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（２）居住者構成（令和２年調査） 
ＵＲ賃貸住宅の居住者は、年々少子高齢化が進んでいるものの、これまでと比較す

ると進展が緩やかとなっている。また、ファミリー世帯が減少して単身世帯が増加している。 
 

●居住者の年齢別人口構成 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
●居住者の年齢別人口構成の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

0.018

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0～4歳
5～9歳

10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85歳以上

R2調査

H27調査

H22調査

男 女

（％）

10.8

8.6

8.1

64.2

56.6

54.9

25.1

34.8

36.9

0 20 40 60 80 100

H22調査

H27調査

R2調査

（％）

年少人口（15才未満） 生産年齢人口（15才～64才） 高齢人口（65才以上）
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●世帯主年齢の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●平均家族人数の推移 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
●家族型の推移 
 
 
 
 
 

  

3.5

2.2

2.1

14.4

9.1

8.0

16.9

15.9

14.2

29.8

26.2

27.1

21.2

25.2

24.4

14.2

21.5

24.2

0 20 40 60 80 100

H22調査

H27調査

R2調査

（％）

30歳未満 30歳代 40歳代 50～64歳 65～74歳 75歳以上

3.32
3.03 2.92 2.83

2.68
2.41

2.22
2.12 2.00 1.94 

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

S50

調査

S55

調査

S60

調査

H2

調査

H7

調査

H12

調査

H17

調査

H22

調査

H27

調査

R2

調査

（人）

UR定期調査

1.9 3.1 14.1 
17.9 17.2 

20.1 

28.3 
32.1 35.2 

38.8 
41.9 

13.3 14.6 
16.7 19.0 18.5 

26.6 

23.3 25.0 

25.1 24.4 23.3 

73.5 70.6 

58.8 
52.4 

46.2 
42.2 

36.1 

27.4 

24.4 
20.7 18.5 

0

20

40

60

80

S45

調査

S50

調査

S55

調査

S60

調査

H2

調査

H7

調査

H12

調査

H17

調査

H22

調査

H27

調査

R2

調査

（％）

単身

夫婦のみ

夫婦+子
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（３）UR 賃貸住宅ストックの材料・仕様の変遷 

   UR 賃貸住宅のこれまで約 70 年にわたる住宅性能の変遷については、社会のニーズ
を反映し、住宅プラン、部位・部材、設備性能の水準及び建設システムの観点から、以
下の４つの年代に大別される。 

 
① 昭和 30 年代（1955 年度から 1964 年度まで） 

昭和 30 年の時点で、公団住宅は「新しい生活提案」そのものであった。これらの提案
は当時すでに一部の公営住宅（51Ｃ型）や公務員住宅等で試みられていた「食事室
兼台所」を中心とした生活提案や、同潤会の流れを継続したもので、「ＤＫ」と「団地」の
暮らしを提案し、大量建設に入ったことはよく知られている。注目すべきは「住まい方提案」
と連動して「住宅部品開発」「建設技術開発」を公団自らが行い、住宅建設の近代化を
図り、質のよい住宅の大量建設を実行した点である。洋式トイレ、ステンレス流し台、シリ
ンダー錠等がその代表である。まだ技術レベルの低かった当時の日本において、標準設計
及び工事共通仕様書の作成を通じて、質のよい設計と施工を全国のプロジェクトで実現
していった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

草加松原団地（埼玉県、昭和 37 年度（1962 年度）管理開始） 
 
② 昭和 40 年度から昭和 54 年度まで（1965 年度から 1979 年度まで） 

高度経済成長の中、都市への人口流入は続き、昭和 40 年代になっても住宅難の
解消は果たされなかった。その結果、住宅団地は徐々に郊外に広がり、建設の合理化に
向け住宅部品を公営住宅と共通化する「ＫＪ（公共住宅）部品化」や「ＰＣ（プレキ
ャスト）工法」、「ＭＦ（専用鋼製型枠）工法」による工業化、量産化手法が開発さ
れ、大規模な面開発、団地の大型化、ニュータウン建設へとつながっていった。 

これら大量建設を経て、昭和 40 年代終わりになると、住宅数が世帯数を上回ることと
なった。そのため、量の充足を目指した標準設計はその役目を終え、その後は、経済の発
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展に伴い住宅水準の向上や社会ニーズへ対応するすまいづくりへと転換していくこととなっ
た。 

 
 
 
 
 
 
 

高島平団地（東京都、昭和 46 年度（1971 年度）管理開始） 
 
③ 昭和 55 年度から平成６年度まで（1980 年度から 1994 年度まで） 

社会ニーズの大きな変化に対応し、量から質へと方針を転換。住まいの質の向上を目
指し、ライフスタイル分析を通じて、より幅広いニーズを捉えた生活提案が行われ、商品企
画としてタウンハウスをはじめ多様な型式の住宅が生み出される。住宅部品の分野におい
ては、メーカーの独自性をもつ「ＢＬ部品」に移行し、設備機器群もシステム化され、浴
室ユニット、システムキッチン等が採用された。 

住宅は、設計ごとの品質と基本性能の確保が重要な課題となり、性能水準の改定が
なされる。この性能水準を条件とした性能発注が、中高層住宅からはじまり、その後、超
高層まで幅広く活用されている。新耐震基準が整備され、昭和 30 年代団地の建替が
始まった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

光が丘パークタウン（東京都、昭和 60  リバーピア吾妻橋（東京都、平成元年度 
年度（1985 年度）管理開始）    （1989 年度）管理開始） 

 
④ 平成７年度（1995 年度）以降 

社会のニーズはより多様化し、住宅部品の分野においても高齢化への対応及び環
境問題の深刻化にともなう省エネ設備の導入が推進される。性能水準は、社会的に
整備され「住宅性能表示制度」が施行された。技術開発に関しては、昭和 48 年度の



- 11 - 
 

ＫＥＰ研究以来取り組んできたオープンビルディング技術が、将来の改修に配慮した
システムを持つＫＳＩ住宅として超高層及び 23 区内の住宅に適用された。大量のメ
インストックが陳腐化する中、全面建替が難しくなり、住戸のリニューアルが重要なストッ
ク改善手法となった。また、住棟単位での改修を行うルネッサンス計画が進行し、ストッ
クの有効活用をめざし個々の団地の特性に応じた団地の再活性化が行われるようにな
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

晴海アイランドトリトンスクエア（東京都、  東雲キャナルコートＣＯＤＡＮ（東京都、 
平成８年度（1996 年度）管理開始） 平成 15 年度（2003 年度）管理開始） 

 
※これらの変遷については機構ホームページの「ING レポート」を参照。 

UR 都市機構 HP   https://www.ur-net.go.jp/rd_portal/pnf/ 
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４．ＵＲ賃貸住宅の長寿命化に係る取組み状況と課題 
 
（１）ＵＲ賃貸住宅の長寿命化に係る目的 
 
・ＵＲ賃貸住宅に求められる役割を持続的に果たしていくことが、ＵＲ賃貸住宅の長寿
命化を図る目的となる。 

【ＵＲ賃貸住宅に求められる主な役割】 
・ＵＲ賃貸住宅を活用したミクストコミュニティの形成 
・ストックの活用・再生による良質な住まい・まちづくり 

・そのため、適切な維持・保全を長期的に安定して実施することが必要であり、中長期的
な維持保全に係るトータルコストの適正化や各年度コストの平準化、戦略的な投資の
実施、担い手の確保・育成を図るなど、適切な管理水準の維持と持続可能な経営基
盤の確立を図るための取組みが重要である。 

 
（２）UR 賃貸住宅の維持保全に関する基本方針 
 
・ＵＲ賃貸住宅の維持保全については、下記①②に記載の基本方針により、これまでも
適切な維持保全に努めてきたところであるが、今後もこれらの基本方針を継続するととも
に、各取組みの更なる充実と、継続的な発展を目指す。 

 
① ストックの状況把握、日常的な維持保全に関する基本方針 
・居住者の安全安心な生活を確保するため、日常的、定期的な点検（安全点検）を
行い、不具合等の早期発見や、予防保全に努める。 

・日常的に発生する不具合等（点検により発見した不具合を含む）については、居住者
の安全性、利便性に最大限配慮し、補修工事等、適切に対応する。 

・補修工事に当たっては、将来の修繕計画等を踏まえ、適切な修繕範囲及び修繕仕様
とし、トータルコストの適正化に努める。 

・修繕履歴及び点検結果のデータベースを修繕計画の策定等に活用し、適切な修繕対
応に向けた精度向上を図る。 

 
② 中長期的な維持保全に関する基本方針（長寿命化、ライフサイクルコスト等） 
・点検を適切に行い、計画的修繕の修繕範囲や実施時期を的確に判断し、効率的な
修繕の実施に努める。 

・日常的に発生する不具合等（点検により発見した不具合を含む）の発生状況に応じ
て計画的修繕の実施を検討し、効率的な修繕の実施に努める。 

・耐震性・省エネ性能・バリアフリー性能などのストックの性能向上に資する改修を、地域
や個別団地の特性に応じて戦略的に実施する。 

・専門技術者・技能者が減少していく中で、安心・安全に資する施工体制を安定的に確
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保し続けるために、担い手の確保・育成に資する取組みに努める。 
・維持保全 BIM 等デジタル化（DX）の推進に努め、業務プロセスの継続的な見直しに
より、UR 及び担い手の更なる業務効率化や生産性向上を図る。 

・トータルコストの適正化に資する取組み（高耐久材料の採用など）を継続的に実施す
る。 

・頻発・激甚化する自然災害に対して、防災機能の向上を図る。 
 
 
（参考）ＵＲ賃貸住宅における維持保全の体系 

UR 賃貸住宅の維持保全は、原状回復や機能維持を適切に実施するために行う「保
守点検」及び「修繕」と、住宅及び設備水準の向上や、高齢化社会に対応するバリアフ
リー化等、多様な社会ニーズに対応するために行う「改良・改善」、防災や災害復旧のた
めに行う「災害対策」に大別される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）ＵＲ賃貸住宅の長寿命化を図るための課題 
 
・ＵＲ賃貸住宅の維持保全については、上記（２）のとおり、これまでも定期的な点検
と計画的な修繕により、一定のメンテナンスサイクルを構築し、居住者の安全安心の確
保、中長期的な維持保全に係るトータルコストの適正化や各年度コストの平準化に努
めているところ。 

・しかしながら、UR 賃貸住宅ストックの多様性、老朽化による状況変化等、これまでの取
組みについても、常に適正化することが必要である。 

・今後は、UR 賃貸住宅ストックに求められる役割を持続的に果たしていくため、適切な維
持保全を長期的に安定して実施することが必要であることから、各取組みの更なる充実
と、継続的な発展を目指すものとし、本計画期間における、主な項目別の対応方針は
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下表のとおり。 
項目 課題 対応方針 

点検・診断 ・老朽化が進む箇所
の増加 

・必要な点検内容を追加、見直し 

修 繕 ・ 更 新
等 

・修繕コストの上昇 
・担い手減少 

・ストックの特性に応じた仕様の見直し、ト
ータルコスト適正化に資する仕様の採用 

・担い手確保・育成に資する取組み実施 
基準類の整
備 

・劣化状況に応じた
新たな不具合発
生 

・一定の基準を整備済みであり、必要に
応じて新規計画的修繕の検討や、現行
修繕仕様の見直し等により適正化 

情報基盤の
整備と活用 

・活用プロセスにおけ
る効率性・生産性 

・点検、修繕システム等整備済みであり、
必要に応じて見直すと共に、取得情報
のデジタル化等を推進し、効率化 

新技術の開
発・導入 

・修繕コストの上昇 ・修繕コストに資する技術や材料等の導
入を積極的に検討 

修繕コスト管
理 

－ ・システム等整備済みであり、必要に応じ
て見直し 
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５．必要施策に係る取組みの方向性 
 
（１）点検及び診断 

・定期的に実施している点検項目について、引き続き的確に実施していく。 
・対象施設の老朽化等、状況に応じた点検方法等の見直しについては、必要性を適
宜検証の上、必要な点検について追加又は変更を実施する。 

・管理開始後おおむね 50 年を経過する住棟を対象に、計画点検時に躯体コンクリート
の調査（圧縮強度及び中性化深さ）を実施。 

・点検業務の効率性、経済性、正確性等を向上させる新技術については、必要に応じ
て試行し、採用（仕様化）を検討する。 
 

（２）修繕、更新等  
・必要な修繕について、引き続き的確に実施していく。 
・修繕の実施に当たっては、居住者が安心して生活できる環境の確保を第一に、安全
安心に関する修繕、日常生活の不具合に関する修繕を最優先に取組むものとする。 

・計画的修繕等については、予防保全及び修繕コスト適正化の観点から、経過年数、
修繕仕様等を定めた基準に基づき、確実な推進を図る。 

・対象施設の劣化状況等に応じた新規計画的修繕の検討や、現行修繕仕様の見直
し等において、新技術の活用を必要に応じて検討し、トータルコストの適正化や居住
者への影響軽減を図る。 

・専門技術者・技能者が減少していく中で、安心・安全に資する施工体制を安定的に
確保し続けるために、担い手の確保・育成に資する取組みに努める。 
 

（３）基準類の整備 
・点検及び修繕に関して定めた基準等については、対象施設の劣化状況や、今後必要
となる対策等の状況に応じて、適切に見直しを図るものとする。 
【対象となる基準】 

・修繕等実施基準 
・法定点検等業務実施要領 
・保全工事共通仕様書 

 
（４）情報基盤の整備と活用（収集・蓄積、分析・利活用及び発信・共有） 

・点検、修繕等に関する計画の精度向上、維持保全業務の効率化、居住者サービス
の向上等の観点から、対象施設に関する情報の収集と蓄積に引き続き努めると共に、
収集情報のデジタル化等を推進し、業務効率化・生産性向上を図る。 

・対象施設の劣化状況や、修繕項目の状況に応じて、管理情報項目の追加等、必要
な見直しを適宜行う。 

① 対象施設の諸元情報 
・対象施設に関する面積等基本情報や、設計図書等をデータベースにより管理。 
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・日常の維持修繕業務や、計画修繕工事の設計等に活用し、業務の効率化を図る。 
・事故等が発生した場合は、類似物件の特定等に諸元データを活用。緊急点検等
対策の効率的実施に活用。 

・地理情報システムの導入により、建物や屋外資産の地図情報と固定資産台帳を連
携し、情報精度を向上。（令和３年度から運用開始） 

② 点検 
・点検結果データベースシステム等により、データの蓄積と検索性の強化が図られ、長
期間の点検結果に基づく分析（団地特性別の劣化傾向の把握等）が容易となり、
適切な修繕時期の判定など修繕計画策定の基礎データとして有効に活用。 

③修繕 
・団地別、住棟別、住戸別及び部位別の修繕履歴をデータベースにより管理。 
・修繕履歴データについては、以下の業務に主に活用し、業務の効率化や、計画の精
度向上に活用。 

・修繕実施計画の策定 
・修繕コストの推計 
・新規（計画的）修繕の検討 等 

 
（５）新技術の開発・導入 

・点検、修繕、情報管理等について、関係会社をはじめとする修繕業者のノウハウを活
用し、業務の効率化及びコスト適正化の観点から、新技術の活用について、必要に応
じて検討を行う。 

・建物の老朽化等の状況に応じて新たに必要となる修繕などについても、新技術の試行
を行うなど、必要に応じて新技術の導入を図る。 
 

（６）修繕コスト管理 
・限られた修繕コストの範囲において、居住者が安心して生活できる環境の確保を第一
として、必要な点検及び修繕を確実に実施するため、修繕等の効率化及びコスト適
正化を積極的に検討するとともに、中長期の見通しをもって計画的に修繕を行うことで、
トータルコスト適正化と各年度コストの平準化を図る。 

・修繕コスト管理に当たって、修繕履歴等の活用や執行管理を行うシステムを構築済み
であり、今後とも有効に機能するよう必要に応じた見直しを行う。 

 
（７）体制の構築・継続 

・点検や修繕を適切に実施するために必要な体制の構築・継続を図る。 
・専門的分野や、集中的な業務の実施等、構築した管理体制では不十分な部分につ
いては、外部委託等を活用し、効率的な運営に努める。 

・管理業務の効率化・安定化について、関連会社等との連携のもと、継続して取り組み、
管理コストの適正化及び担い手の確保・育成に努める。 
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６．フォローアップ計画 
 
・点検及び修繕に関して定めた基準等については、対象施設の劣化状況や、今後必要と
なる対策等の状況に応じて、適切に見直しを図るものとする。 

・各基準は、定期的な改定時期に、また各業務の仕様については、契約切替時（新たな
公募手続き）に併せて、見直しの必要性について検討を行う。 

【基準等の見直し時期の例】 
・保全工事共通仕様書：3 年毎 
・法定点検等業務   ：3 年毎 
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 個別施設計画編  
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１．対象施設 
 
・独立行政法人都市再生機構法に基づき管理等を行っている賃貸住宅（附帯施設等
含む。以下、「UR 賃貸住宅」という。）を対象とするが、本計画は、平成 30 年 12 月に
策定した「UR 賃貸住宅ストック活用・再生ビジョンについて」（以下、「ストック活用・再生
ビジョン」という。）において類型された「ストック活用」及び「ストック再生」団地を主な対象
として策定する。 

 
・対象施設数は、1,408 団地（令和７年３月末時点） 
 
（参考）団地の類型（「ストック活用・再生ビジョン」から、抜粋） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※詳細は、UR 都市機構 HP（http://www.ur-net.go.jp/stock/）を参照 
 

２．計画期間 
・本計画の計画期間は、令和８年度から令和 15 年度までの８か年とする。 
なお、今後の社会経済情勢の変化等に応じ、計画内容の見直しを行うものとする。 

～ 令和８ 
年度 

令和９ 
年度 

令和 10 
年度 

令和 11 
年度 

令和 12 
年度 

令和 13 
年度 

令和 14 
年度 

令和 15 
年度 

         
長寿命化に関する計画（令和８年４月） 

ストック活用・再生ビジョン（平成 30 年 12 月） 

中期計画（第６期） 中期計画（第５期） 
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３．対策の優先順位の考え方 
 
・ＵＲ賃貸住宅の約半数が昭和 40 年代までに建設されたものであり、建物や設備の老
朽化、陳腐化が進行することによる事故等（外壁モルタル等の落下、設備の故障、等）
が懸念されるところ。 

・そのため、ＵＲ賃貸住宅の維持保全においては、居住者の安全安心の確保を最優先に、
建物の特性や劣化状況に応じた点検及び修繕を的確に実施するものとする。 

・併せて、ストックの活用・再生による良質な住まい・まちづくりなどＵＲ賃貸住宅に求められ
る役割を果たし、居住者の居住の安定を確保するためには、中長期的な維持保全に係
るトータルコストの適正化や各年度コストの平準化を図るなど、適切な管理水準の維持と
持続可能な経営基盤の確立を図るための取組みが重要であることから、計画的かつ効率
的に点検及び修繕を実施するものとする。 
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４．個別施設の状態等 
 
・ＵＲ賃貸住宅については、これまでも計画的に点検及び維持修繕が行われており、その
結果、一定の年月を経過した賃貸住宅においても、その機能を健全に維持し、建設時か
ら現在に至るまで居住者が安心してくらし続けられる住環境を提供している。 

・これまでの点検から、ＵＲ賃貸住宅に見られる主な劣化事象等は建設年代に共通して
次表のとおりであるが、一般的に建設年度が古いものほど劣化事象の発生が増加する傾
向にあることに留意が必要。 

・引き続き、点検及び修繕を適切に実施することで、居住者の安全安心の確保に努めると
ともに、UR 賃貸住宅の長寿命化を実現する。 

・なお、点検及び修繕の実施方法は、５（２）に後述する。 
 

部位 主な劣化事象等 
外壁 ・剥落、白華現象（エフロレッセンス） ・漏水、ひび割れ 

・鉄筋、鉄骨の露出及び腐食、錆の流出、浮き及びふくれ 
・外壁塗膜の劣化（はがれ、変退色、白亜化、粉塵・カビ等） 

屋根・屋上 ・漏水                    ・防水層の浮き及び剥離 
・押さえコンクリート、コンクリートブロックの劣化及び割れ 
・シーリング材の劣化 

建具等 ・建具の落下、変形及び破損 
・金物の不具合等による開閉不良及び施錠不良 
・塗装部の剥れ・錆 

手すり等 ・金属性部材等の腐食、変形及び欠損 
・目隠しパネル等の腐食、変形及び欠損 
・塗装部の剥れ・錆 

屋 内 給 排
水設備 

・屋内給排水管の漏水及び排水処理不良 
・防火区画等の貫通措置及び貫通箇所の損傷 
・配管（露出部）の腐食        ・配管の支持不良 

ガス設備 ・ガス管の腐食 
・コンクリート貫通部の白華現象    ・ガス漏れ 

屋 外 給 水
設備 

・バルブの破損及び腐食 
・弁筐蓋の欠損及び紛失並びにバルブ本体の漏水及び土砂等の流入  
・施錠の不具合 

屋 外 排 水
設備 

・ポンプ本体の破損、錆等の発生及び据付不良 
・排水ポンプの異音、振動等及び排水不良 
・マンホールの破損 
・排水管、バルブ類からの漏水、詰まり及び破損 
・ポンプピット内の（壁面）亀裂、土砂等の流入 
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屋 内 電 気
設備 

・共用灯の腐食、欠損、変色、取付不良及び点灯不良 
・配線器具の欠損、変色、取付不良等 
・盤類の腐食、欠損、変色、取付不良等 

屋 外 電 気
設備 

・屋外灯の腐食、欠損、変色、取付不良及び点灯不良 
・架空・地中配線の腐食、欠損、変色、取付不良等 

エレベーター ・変形、損傷、腐食、摩耗、異常音等 
・各種機器の劣化、異常等 

排水施設 ・桝及び人孔からの溢水の有無並びに蓋の異常 
・管路の直上地上部の陥没及び管露出 
・桝及び人孔回りの地表面の陥没 
・桝及び人孔と地表面との差異 

道路等 ・舗装面の変状（ポット･ホール、段差、ｸﾗｯｸ等） 
・縁石及び受枠の破損 
・水溜り及び街渠の排水不良 
・標識板、標示板、カーブミラー、支柱の腐食、割れ、変形及び変色 
・区画線の磨耗 

法面・擁壁 ・地表水及び地下水の流出による浸食 
・排水施設（U 字溝、桝、堅溝等）の異常 
・コンクリート枠等内の中詰材の緩み陥没 
・コンクリート枠等のひび割れ及びハラミ出し 
・裏込土砂の流出及び保護工の陥没 

遊具施設 ・本体のゆがみ及び傾き 
・遊具周りの異物（突起物、ガラス片、樹木の枝等） 
・支柱、登行部（階段）、滑走面、手摺り等のぐらつき、腐食、破

損及び変形 
・継手金具等の腐食及び破損 
・ローラーの破損、変形及び回転不良 

休息施設 
（ ベ ン チ
等） 

・座面、背当て部の腐食、破損、釘、ボルト、ビス等の突起 
・支柱（脚）及びフレームの腐食、破損及び変形 
・地盤との固定部位のぐらつき 
・地盤面の侵食及び水溜り 

橋梁 ・剥離、剥落、鉄筋露出 
・ひび割れ、漏水、遊離石灰 
・防食機能劣化、亀裂、ボルトの緩み・脱落 

樹木 ・枯れ、枝倒れ 
・樹勢劣化 
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５．対策内容と実施時期（長寿命化のための維持保全計画） 
 
（１）ＵＲ賃貸住宅における維持保全の体系 

UR 賃貸住宅の維持保全は、原状回復や機能維持を適切に実施するために行う「保
守点検」及び「修繕」と、住宅及び設備水準の向上や、高齢化社会に対応するバリアフ
リー化等、多様な社会ニーズに対応するために行う「改良・改善」、防災や災害復旧のた
めに行う「災害対策」に大別される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）維持修繕 
 
１）保守点検 

居住者の安全安心な生活を確保すると共に予防的修繕に努め、維持修繕に係るト
ータルコストの適正化と各年度コストの平準化を図るためには、日常的な団地巡回時の
確認行為の他、定期的、かつ重点的な点検が必要である。 

ＵＲ賃貸住宅においては、法令等に定めのあるものの他、居住者の安全に関わる不
具合等の確認、修繕計画策定上必要な建物等の劣化状況等に関する事項を把握す
ることを目的に、以下の点検を定期的に実施する。 

 
① 法定点検 

…建築基準法（以下「法」という。）第 12 条第１項及び第３項の定めに基づき、法 
の対象となる賃貸住宅等について、法の定めるところにより、その状況の調査又は検査
を行い、その結果を特定行政庁に報告する。 

 
② 安全点検 

…賃貸住宅等の居住者の事故等を未然に防止するため、安全性を欠く恐れのあるもの、
居住上支障を来たすおそれのあるもの等を点検する。 
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○点検箇所・方法 
下表の各点検項目について、破損、摩耗、変形、滅失等の箇所の有無等を主に目視により

確認し、賃貸住宅等の安全性及び居住性に対する影響程度（緊急修理を要する状況か、経
過観察を要する事象か否か等）を判定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○点検周期 
イ ３年に１回点検を行うもの 

・建築 
・機械のうち、BF-D 型風呂釜用ダクト型煙道の内部 
・土木・造園のうち、法面・擁壁、遊戯施設、橋梁及び囲障以外のもの 

ロ 各年度に点検を行うもの 
・イ以外の業務区分・点検項目 
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③計画点検 
…修繕計画策定の判断材料とするため、計画的修繕の周期に併せ、建物等の損耗及

び劣化の度合を点検する。 
○点検箇所・方法 

下表の各点検項目について、劣化現象別に、発生量並びに損耗及び劣化の度合を主に目
視、及び打診により点検し、評価する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○点検周期 

点検部位ごとに、修繕実施時期を判断するために必要な時期に点検を実施。 
例）外壁の場合 

→ 管理開始後、又は外壁修繕実施後 12 年 
 
④消防用設備点検業務 

…消防法に基づく告示等の定めに基づき点検する。 
 
⑤給水施設等維持管理業務 

…対象施設に応じ、関係法令の定めにより点検する。 
・給水施設    ：水道法第 20 条に基づく水質検査等 
・汚水処理施設 ：水質汚濁防止法に基づく管理、浄化槽法第 11 条に基づく水質

検査等 
・自家用電気設備：電気事業法に基づく点検 

 
⑥機械式駐車装置保守点検業務 

…機械式駐車装置を機器の種類に応じ定期的に点検を実施。 
 
⑦昇降機保守管理業務 

…建築基準法の定めによる検査及び昇降機を構成する主要部材を定期に点検。 
 
⑧その他（ガス事業者による点検） 

…ガス事業法に基づくガス管及びガス器具における定期点検を３年に１回実施。 
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２）修繕 
ＵＲ賃貸住宅の修繕においては、日常的に発生する不具合をその都度補修する「経

常修繕」、経過年数などの基準を定めて計画的に実施する「計画的修繕」に区分して実
施。その他、居住者の退去後に住戸内を補修する「空家修繕」を実施する。 

 
①経常修繕 
・居住者の安全安心な生活を確保するため、日常的に発生する不具合等（点検により
発見した不具合を含む）に対し、適切に対応（補修）することが必要。 

・補修に当っては、不具合の原因等を調査の上、補修範囲、補修方法等を適切に判 
断の上で実施するとともに、後述する計画的修繕との整合に留意する等により、修繕コ
ストの適正化に努める。 

 
③ 計画的修繕等 
・計画的修繕等については、予防保全及び修繕コスト適正化の観点から、経過年数、
修繕仕様等を定めた基準に基づき、確実な推進を図る。 

・団地の立地環境、計画点検等で把握した損耗状況、日常的な不具合の発生状況等、
各団地の特性に応じて、適切に実施する。 

・居住者の安全安心の確保を最優先とする。 
・複数の修繕項目を同時に実施するなど、効率的な実施に努める。 

【主な計画的修繕項目と実施基準】 

修繕項目 修繕内容 経過
年数 修繕を要する状況 

外壁修繕 外壁の不具合（ひび割
れ、浮き等）を修繕の
上、棟単位で全面塗装 

18 年 
※ 

経過年数を参考として、 
・部分修繕(経常)経歴の多いもの 
・モルタル等の浮き又はひび割れの多い

もの、全体的に劣化等の著しいもの 
屋根断熱防水 屋根を棟単位で断熱防

水（屋根断熱防水実施
済み住棟については、やり
替え） 

― 

・部分修繕(経常)経歴の多いもの 
・全体的に劣化等の著しいもの 

階段室床防水 階段室等床を棟単位で
全面塗膜防水 18 年 

※ 

経過年数を参考として、 
・モルタル等のひび割れ等が著しく、漏水

のおそれのあるもの 
バルコニー床防水 バルコニー床を棟単位で

全面塗膜防水 18 年 
※ 

経過年数を参考として、 
・部分修繕(経常)経歴の多いもの 
・全体的に劣化等の著しいもの 

鉄部等塗装 鋼製手摺等を団地単位
で全面塗装 

３年 
※ 

経過年数を参考として、 
・経年腐食による赤水等が著しいもの 

外廻り建具を団地単位
で全面塗装 

６年 
※ 
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給水管取替 給水管（屋外管）を団
地又は棟単位で取替 18 年 経過年数を参考として、 

・経年腐食による赤水等が著しいもの 
給水管（屋内管）を棟
単位又は住戸単位で取
替 

25 年 

雑排水管取替 台所流し用排水管を棟
単位で取替 18 年 

経過年数を参考として、 
・漏水しているもの 
・腐食等が著しく、漏水のおそれのあるもの 

浴室系排水管を棟単
位、系統単位又は住戸
単位で取替 

50 年 
経過年数を参考として、 
・経年腐食等による漏水のおそれのある
もの 

照明器具取替 共用部分（廊下、階段
等）、屋外の照明器具
を団地又は棟単位で取
替 

10 年 
※ 

経過年数を参考として、 
・劣化の著しいもの 
・腐食の著しいもの 
・照度の低下が著しいもの 

エレベーター設備
修繕 

エレベーターのかご及び三
方枠をかご単位で取替又
は塗装 

20 年 
※ 

経過年数を参考として、 
・劣化の著しいもの 
・腐食の著しいもの 

道路等修繕 道路・通路舗装の部分
打替え及び側溝等修繕 

20 年 
※ 

経過年数を参考として、 
・劣化の著しいもの 

※繰り返し修繕が必要なことを示す。 
 
④ 空家修繕 
・空家修繕については、原状回復を基本としつつ、団地の立地等特性に応じて、適切な
修繕方法と修繕範囲により、修繕コストの適正化と需要喚起の両立に努める。 

 
３）点検・修繕執行計画（モデル） 

上記１）保守点検及び２）修繕②計画的修繕等で構成されるＵＲ賃貸住宅の主
な維持修繕のメンテナンスサイクルに基づく、管理開始後 100 年における実施時期の執
行計画（モデル）は次表のとおり。 

経過年数の基準等に基づく執行計画（モデル）を取組みの標準として、各団地の特
性、劣化状況、これまでの修繕履歴等に応じた適切な修繕計画を策定し、実施する。 
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ＵＲ賃貸住宅のメンテナンスサイクル（点検・修繕計画モデル、管理開始後 100 年間） 
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※  建設年度や団地によって、住宅等の状況、部材等が異なるので、上表修繕項目の対象とならない住

宅もあります。 
 
※１ ３年に１回安全点検をおこなうものは以下のとおり。なお（●）は対象建物の外壁がモルタル下地又

はタイル仕上の場合にのみ、安全点検を実施することを示す。 
     ・建築 
     ・機械のうち、BF-D 型風呂釜用ダクト型煙道の内部 
     ・土木・造園のうち、法面・擁壁、遊戯施設、橋梁及び囲障以外 
※２ 各年度に安全点検をおこなうものは※1 以外の箇所 
※３ 建築の計画点検周期 
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（３）改良・改善 
 
・ＵＲ賃貸住宅においては、点検・修繕の他、昭和 40 年代から 50 年代前半に管理開
始した住宅を中心として、住宅及び設備水準の向上や、高齢化社会に対応するバリアフ
リー化等、多様なニーズに対応するための住戸内改良工事を実施。併せて、共用部分や
屋外空間についても、バリアフリー化や安全性の向上等、社会ニーズに対応するための改
良・改善工事を実施しているところ。 

・今後、UR 賃貸住宅ストックに求められる役割を持続的に果たしていくため、改良・改善に
関する取組みについても、団地特性ごとの必要性に応じて適切に実施する。 

 
① リニューアル等住宅改善・団地内設備改善 
 
・リニューアル等工事 

…昭和 40 年代から 50 年代前半に管理開始された住宅を中心として、間取改善（Ｌ
ＤＫ化及び和室の洋室化）、床段差を解消するバリアフリー化、設備性能の向上等、
多様なニーズに対応するための「リニューアル住宅」及び「高齢者向け優良賃貸住宅
等」への改良工事を実施。 

 
【取組み状況（令和７年３月末時点）】 

リニューアル 高齢者向け優良賃貸等 
約 11 万戸 約 2.2 万戸 

 
【改修例】 

改修前 改修後 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□
□
□
□
□
□
Ⅲ 

 

□
□
□
□
□
□ 

 

 

i 
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・ライフアップ工事 
…昭和 40 年代から 50 年代前半に管理開始された住宅を中心として、居住水準の向

上を目的に、浴室設備の改良（シャワー付ふろがま及び大型浴槽化）、洗面化粧
台の設置並びにキッチン設備の改良（システムキッチン化及び給湯器付きレンジフード
取付け）を実施。 

 
【取組み状況（令和７年３月末時点）】 ※平成 9 年度以降の実施戸数 

浴室設備 洗面化粧台 キッチン設備 
約 27 万戸 約 26 万戸 約 22 万戸 

 
【改修例】 

 改修前 改修後 
浴室設備  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

洗面化粧台  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

キッチン設備  
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② 共用部・住棟改善 
・住棟改修 

…外壁修繕等の大規模修繕工事の周期に併せて、住棟共用部を中心とした改修工
事を同時一体的に実施することで、工事の効率化によるコスト適正化と、住棟全体の
魅力向上による入居促進を図る。 
なお、改修内容については、各団地の状況に応じて、適切に選定する。 

 
【事例：白鳥パークハイツ大宝（愛知県、平成３年度（1991 年度）管理開始）】 

 改修前 改修後 
外
壁
修
繕 

 
 
 
 
 
 
 

 

屋
外
照
明
改
修 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

共
用
廊
下
□
改
修 
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③ 団地環境整備 
…団地内の屋外空間についても、団地の価値向上につながるよう、景観の向上と安全

性や利便性の確保をするよう、屋外環境のリニューアルを計画的に推進する。 
 
【主な改修内容】 

・団地入口や住棟エントランス周りの整備     ・通路や園路の整備及び段差解消 
・駐車場、自転車置き場及びごみ置き場の整備 ・多目的広場及びプレイロットの整備 
・緑環境の整備 
 

【取組み状況（令和７年３月末時点）】 
…約 580 団地。 
 
【事例：桜田（愛知県、昭和 54 年度（1979 年度）管理開始】 

 改修前 改修後 
多
目
的
広
場
□
整
備 

 
 
 
 
 
 
 

 

□
□
置
□
場
□
整
備 
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（４）災害対策 
 
・耐震改修工事 

…旧耐震基準で建設されたＵＲ賃貸住宅について、建築物の耐震改修の促進に関す
る法律（耐震改修促進法）の趣旨に従い、耐震性の向上を図るため、耐震診断を
行い、その結果に基づき、順次、必要な耐震改修等を行う。 
なお、平成 25 年 11 月 25 日に施行された耐震改修促進法の改正により耐震診断
の努力義務の対象が拡大されたことを受け、従来診断の対象外としてきた低層建物
等についても耐震診断等を順次実施することとしている。 
 

【取組み状況】 
…平成 8 年度からピロティ階の耐震改修を優先的に実施し、令和７年 3 月末までに約

480 棟実施。また、これに加え、平成 18 年度からは住宅階の耐震改修にも着手し、
令和７年 3 月末までに約 880 棟で実施。これにより、令和７年 3 月末時点のＵＲ
賃貸住宅の耐震化率は棟数ベースで約 96％。 

 
（事例１）ピロティ階の改修事例 高島平団地ほか  

自転車置き場の柱・梁部分に鉄骨ブレースを設置することにより、補強を実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 

鉄骨ブレース（破線部分） 

（事例２）住宅階の改修事例 高洲第一団地 2-1-1 号棟他 
住棟の柱・梁部分に鉄骨ブレースを設置することにより、補強を実施。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 住戸バルコニー側の補強             住戸バルコニー側の補強（室内から） 
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・エレベーター改修工事 
…エレベーターについては、平成 21 年の建築基準法施行令の改正を踏まえ、未対策エ

レベーターを対象に、耐震対策、地震時管制運転装置の設置、停電時自動着床装
置の設置及び戸開走行保護装置の設置を実施し、安全性強化に努める。 

【取組み状況（令和７年３月末時点）】 
…ＵＲ賃貸住宅に設置されたエレベーター約 6,400 基のうち、建設時から対策済みの

もの及び改修工事により対策を実施したものを合わせた安全対策実施率は約88％。 
 

【戸開走行保護装置の設置】  出典：三菱電機㈱ホームページ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・管理サービス事務所への太陽光発電設備等の設置 
…平常時の CO２排出削減及び災害時の在宅避難支援を目的として、令和７年度から
管理サービス事務所に太陽光発電設備、蓄電池及び居住者向け防災用コンセントの設
置を開始。 
 
【事例：港南台ちどり（神奈川県、昭和 49 年度（1974 年度）管理開始）】 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
          太陽光発電設備               蓄電池及び居住者向け防災コンセント 
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終わりに 
 

ＵＲ賃貸住宅では、本格的な人口減少・少子高齢化の進展、単身世帯・共働き世帯
の増加といった人口構造・世帯構成や社会経済情勢の変化に伴い多様化するニーズに対
応しつつ、適切な管理水準の維持と持続可能な経営基盤を確立することが、従来にも増
して求められている。 

居住者の居住の安定に十分に配慮しつつ、将来にわたり国民共有の貴重な財産として
活用するため、今後も本計画に示した基本方針を継続するとともに、各取組みの更なる充
実と、継続的な発展を目指し、維持保全を適切に実施していきたい。 


